
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人を雇用する際の 4つの注意点 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

秋も一段と深まり、日だまりの恋しい季節となりました。 

皆様お変わりなくお過ごしですか。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 
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人手不足を背景に、外国人を雇用する企業が

増えています。一方でトラブルや早期離職が起

こるケースも少なくありません。こうした事態

を防ぐには、企業側の理解と配慮が重要です。 

 外国人を雇用するときは、在留資格や労働条

件、日本語レベルなどの確認や教育環境の整備

など、様々な準備が必要です。準備を怠ると既

に働いている従業員との間にトラブルが起きる

こともあります。適切な形で外国人を採用する

ことで企業の収益を高めることもできるでしょ

う。 

 

◆外国人雇用の 4つの注意点 

①在留資格 

 外国人を雇用するときは在留資格が自社の業

務に合っているかどうかの確認が必要です。在

留資格を持たずに外国人が働くと不法滞在及び

不法就労になります。在留資格は「在留カード」

という身分証で確認することができます。「就労

不可」と記載されている場合は「資格外活動許

可欄」を確認します。日本に在留するための資

格は全 38 種類あり、資格ごとに許可される就労

内容が定められています。 

 資格で認められていない業務をしたり、在留

期限が切れた後も更新せずに働いたりすると

「不法就労」になるだけでなく、事業主も不法

就労をさせた「不法就労助長罪」により処罰さ

れるので注意が必要です。 

②外国人雇用に必要な手続き 

 外国人雇用をしたときはハローワークに外国人

雇用状況を届け出なければなりません。雇用保険

の加入条件に達した人は外国人であっても原則と

して雇用保険資格取得届を出します。 

 

③労働条件・マナー・日本語レベル 

 日本の慣習、文化になじみのない場合、労働条

件やビジネスマナーについて事前に理解をしても

らうようにします。また、一般企業のビジネスの

場では N1 か N2 の日本語能力は欲しいところで

す。 

 労働条件通知書は日本語、母国語で記載すれば

トラブルは少ないでしょう。日本のビジネスマナ

ーは研修、OJT などで身に着けてもらい教育環境

も整えましょう。 

 

④不法就労が判明したときの対応 

 万が一、不法就労が発覚した場合には、直ちに

出勤停止命令を下したうえで、新たな在留資格を

取得するようにします。是正できない場合は解雇

となりますので注意が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親の自宅をリフォームするときに、子が工事代

金を負担すると、建物は親の所有物であるため、

贈与税が課税されます。 

 

◆リフォーム部分の所有権は親に帰属する 

 民法には不動産の所有者は、その不動産に従と

して付合した物の所有権を取得する取扱いがあり

ます。「従として付合した」というのは、不動産に

付着しているものをいい、子が工事代金を負担し

たリフォーム部分は建物本体に付着しており、分

けることはできないので、そのまま親の所有物と

なって贈与関係が発生することになります。 

 

◆子の受けた損失を建物の持分で代物弁済 

 しかし、贈与課税を発生させない方法がありま

す。親が負担すべき工事代金を子が負担したにも

かかわらず、リフォーム部分の所有権は親のもの

となったのですから、子は自身の受けた損失に見

合う償金を親に請求することができます。 

 一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金が

ない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支

払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分

を子に代物弁済として移転させます。この場合、

代物弁済を受けることについて、債権者である子

の承諾が必要になります。 

 

◆代物弁済には譲渡所得税が課税される 

 代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡と

して扱われるので、譲渡所得税の課税対象となり

ます。代物弁済により消滅する債務金額を収入金

額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所

得となります。 

 そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価と

なる建物持分を子に移転させることによって、譲渡

所得がゼロとなり、課税を回避することができま

す。例えば、リフォーム前の建物時価を 300万円、

リフォーム工事代金を 1,200万円、リフォーム後の

建物持分の移転割合を 80％（1,200万円÷（300万

円＋1,200万円））に設定すると、譲渡所得はゼロと

なり、課税されません。 

 

収入金額＝代物弁済する債務額 1,200万円 

取得費＝(300万円＋1,200万円)×80％＝1,200万円 

譲渡所得金額＝収入金額－取得費＝ゼロ 

（短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する） 

 

リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受

けておくことも可能です。なお、居住用財産を他の

者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、

3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されませ

ん。 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.151～ 

 

 

親の自宅を子がリフォームした時の課税 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

「小春日和」とは晩秋

から初冬にかけての暖

かく穏やかな日のこと 


